
私立学校安全設備整備費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１ 県は、園児、児童及び生徒が安全な環境で学べる体制の整備に向け、私立学校における安

全設備等整備に係る経費について、当該私立学校を設置する者に対し、予算の範囲内において、

私立学校安全設備整備費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付等に

関しては、補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２ この要綱において、「私立学校」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規

定する私立の幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む。）、小学校、中学校、高等学校（通信制を

除く。）及び特別支援学校で、当該年度の４月１日において現に存するものをいう。 

 

 （補助対象事業） 

第３ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、私立学校が行う学校安全

のための設備等整備事業とする。 

 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第４ 補助対象経費は別表に定める経費とし、補助金の額は別表に定める算定基礎により算出し

た額以内とする。 

 

 （補助金の減額等） 

第５ 知事は、補助金を申請した者が、補助金の申請書等に不実の記載をしたとき、補助金の交

付目的若しくは交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき等には、第４の規定により

算出した補助金額の全部又は一部を減額することがある。 

 

 （交付の申請） 

第６ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、別記様式第１号によるものと

し、その提出期限は知事が別に定める日とする。 

２ 規則第３条第２項により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりと

する。 

 （１）事業計画書（別紙１） 

 （２）交付申請年度の収支予算書（補正後最新のもの） 

 （３）その他知事が必要と認める書類 

 

（交付決定前着手） 

第７ 補助事業の着手は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、やむ

を得ない事由により、当該交付決定前に補助事業に着手する必要がある場合には、交付決定前

着手届（別記様式第２号）を提出するものとする。 



 

 （交付の条件） 

第８ 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（１）補助金の交付の決定を受けた者が当該補助事業の内容を変更しようとするときには、別 

記様式第３号により知事の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更

にあってはこの限りではない。 

   ア 補助事業に要する経費の総額の概ね 20％以内の減少の変更である場合 

   イ 補助対象経費の各費目相互間において、いずれか低い額の 20％以内の経費の配分を変

更する場合 

ウ その他事業計画の細部を変更する場合 

（２）全ての県税に滞納がないこと。 

 

 （実績報告） 

第９ 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は、別記様式第４号によるもの

とし、その提出部数は１部とする。 

２ 規則第１２条第１項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次

のとおりとする。 

 （１）事業実績内訳書（別紙２） 

 （２）支出計算書（補助事業に係る収支が記載されたもの） 

 （３）その他知事が必要と認める書類 

 

 （補助金の交付方法） 

第１０ 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。 

 

 （決定の取消し等） 

第１１ 知事は、補助金の交付決定を受けた者が第５の規定に該当するときは、交付決定の全部

又は一部を取り消すことがある。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用す

ることができる。 

 

 （補助金の返還） 

第１２ 知事は、補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に

関し、既に補助金が交付されているときは、規則第１７条第１項の規定により、期限を定めて、

その返還を命じるものとする。 

 

 （財産処分の制限） 

第１３ 規則第２１条ただし書き及び同条第２号の規定により知事が定める財産処分の制限を受

ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）の定め

るところによるものとする。 

 



   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度予算に係る補助金に適用する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和８年６月１６日から施行し、令和８年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、令和９年度及び令和１０年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合

に、当該補助金にも適用するものとする。 



別表（要綱第３及び第４関係） 

 

事業内容及び算定基礎 

※ 補助金額は、千円未満の端数を切り捨てた額とする。 

項目 算定基礎 補助対象経費等 

学校安全の

ための設備

等整備 

・補助対象経費の総額に１／２を乗じた額を補

助金額とする。ただし、学校割及び生徒割の合

計額を上限とする。 

 

(1) 学校割 

 １校当たり２５０千円 

 

(2) 生徒割 

① 幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校 

園児・児童・生徒数 補助額 

１～５０人 ２００千円 

５１～１００人 ４００千円 

１０１～１５０人 ６００千円 

１５１～２００人 ８００千円 

２０１人以上 １，０００千円 

 

② 高等学校 

生徒数 補助額 

１～３６０人 ２００千円 

３６１～７２０人 ４００千円 

７２１～１０８０人 ６００千円 

１，０８１～１，４４０人 ８００千円 

１，４４１人以上 １，０００千円 

 

 

※ 園児・児童・生徒数は、当該年度５月１日

時点の定員内実員の数とする。 

 

・学校安全及び災害対策に要す

る経費（防犯カメラ及び記録機

器一式、AED、防犯灯、さすま

た、災害用備蓄品等の整備に要

する経費） 

・購入以外の経費について、補

助対象経費に取付費用、関連工

事費用（電気配線、カメラ設置

のためのポール設置等）を含

む。 

・物品及び設備の整備に関する

レンタル、リース等に係る費用

は補助対象に含む。（当該年度

利用分に限る。） 

 

・国庫補助金及び他の県費補助

金（私立学校教育改革推進特別

経費補助金等）が交付される事

業は対象外。 

・個人の所要に係る物品は対象

外。 

・保守、警備等の費用は対象外。 

・送料、撤去費用は対象外。 



様式第１号 

 

令和 年度私立学校安全設備整備費補助金交付申請書 

 

第    号 

令和  年  月  日 

 

 

 宮城県知事          殿 

 

 

（申請者） 

法人所在地又は住所 

 

法人名及び代表者名 

 

 令和 年度私立学校安全設備整備費補助金に係る事業を別紙事業計画書のとおり実施したいの

で、補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号）第３条の規定により 

金         円を交付されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

（申請額内訳）                （単位：円） 

学校名 申請金額 

  

  

  

計  

（添付書類） 

１ 事業計画書（別紙１） 

２ 令和 年度収支予算書（補正後最新のもの） 

 

 

〔担当者氏名：          〕 

〔電 話 番 号：          〕 

〔F A X 番 号：          〕 

〔メ ー ル ア ド レ ス：          〕



別紙１ 

 

令和 年度私立学校安全設備整備費補助金に係る事業計画書 

 

【学校名：            】 

 

（単位：円） 

補助対象経費 
補助申請額 

設備名等 数量 単価 金額 

     

計   

 

【作成上の注意】 

（１）一の設置者において、複数の学校に係る事業計画を有している場合には、学校ごとに別葉

で作成すること。 

（２）設備名等には、名称及び規格を記載すること。



様式第２号 

 

令和 年度私立学校安全設備整備費補助金交付決定前着手届 

 

第    号 

                              令和  年  月  日 

 

 

 宮城県知事           殿 

 

 

（申請者） 

法人所在地又は住所 

 

法人名及び代表者名 

 

 令和 年度私立学校安全設備整備費補助金事業計画に基づく下記事業について、交付決定前に

着手したいので、令和 年度私立学校安全設備整備費補助金交付要綱第７の規定により届け出ま

す。 

 なお、交付決定前に着手する事業に関しては、補助金が交付されないこととなっても異議はあ

りません。 

記 

１  補助事業の名称 

 

 

 

２ 補助事業に要する経費 

 

 

 

３ 着手予定年月日 

 

 

 

４ 交付決定前に着手を必要とする理由 

 

 

 

 

 



様式第３号 

 

令和 年度私立学校安全設備整備費補助金に係る事業計画変更承認申請書 

 

第    号 

令和  年  月  日 

 

 

 宮城県知事          殿 

 

 

（申請者） 

法人所在地又は住所 

 

法人名及び代表者名 

 

 令和  年  月  日付け宮城県（私公）指令第   号で交付決定の通知のありました令

和 年度私立学校安全設備整備費補助金に係る事業について、事業の内容を下記のとおり変更し

たいので、承認されるよう関係書類を添えて申請します。 

記 

１ 変更の理由 

 

 

 

 

 

２ 変更の内容 

 

 

 

 

 

（添付書類） 

 

 

〔担当者氏名：          〕 

〔電 話 番 号：          〕 

〔F A X 番 号：          〕 

〔メ ー ル ア ド レ ス：          〕 

 



様式第４号 

 

令和 年度私立学校安全設備整備費補助金に係る事業実績報告書 

 

第    号 

令和  年  月  日 

 

 

 宮城県知事          殿 

 

 

（申請者） 

法人所在地又は住所 

 

法人名及び代表者名 

 

 令和  年  月  日付け宮城県（私公）指令第   号で交付決定の通知のありました令

和 年度私立学校安全設備整備費補助金に係る事業について、別紙のとおり実施しましたので、

補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号）第１２条の規定により関係書類を添えて報

告します。 

 

記 

 

（添付書類） 

１ 事業実績内訳書（別紙２） 

２ 支出計算書（本事業に係る収支が記載されているもの） 

３ 契約書、納品書、請求書及び領収書の写し 

４ 納入状況が確認できる写真（開封して納入物が確認できる状態で日付を付記したもの） 

 

 

 

 

 

 

〔担当者氏名：          〕 

〔電 話 番 号：          〕 

〔F A X 番 号：          〕 

〔メ ー ル ア ド レ ス：          〕 



別紙２ 

 

令和 年度私立学校安全設備整備費補助金に係る事業実績内訳書 

 

【学校名：            】 

 

（単位：円） 

補助対象経費 
補助額 

設備名等 数量 単価 金額 

     

計   

 

学校安全等に係る対策状況 

 

 

 

 

 

 

 

【作成上の注意】 

（１）一の設置者において、複数の学校に係る事業計画を有している場合には、学校ごとに別葉

で作成すること。 

（２）設備名等には、名称及び規格を記載すること。 

（３）学校安全等に係る対策状況について、整備した設備等を活用して具体的にどのような学校

安全対策を行っているか記載すること。 


